
 １５

公 益 社 団 法 人 秦 野 市 シルバー人 材 センター理 事 及 び監

事 候 補 者 選 考 要 綱  

（平成７年１２月２１日施行） 

 

（目 的） 

第１条  この要綱は、公益社団法人秦野市シルバー人材センタ

ー（以下「センター」という。）定款第２２条第１項の規定

により、理事及び監事の選考について、必要な事項を定める。 

（選考委員会） 

第２条  理事及び監事選考委員会の委員（以下「選考委員」と

いう。）は、次に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。 

    正 会 員 ６名 

    事務局職員 １名 

２ 選考委員の中から互選により選考委員長を選出する。 

３ 選考委員長は、委員会を運営し代表する。 

４ 選考委員の任期は、定款第２６条を準用する。 

（選出方法） 

第３条  理事及び監事は、理事及び監事選考委員会において正

会員及び特別会員の中から理事及び監事にふさわしい候補者

を選考し理事長に推せんする。 

（選考基準） 

第４条  理事及び監事候補者は、センターの事業運営に必要と

認められる知識及び経験を有する者で理事及び監事にふさわ

しい者とする。 

（委 任） 

第５条  この要綱に定めるもののほか、選考にあたっての必要

な事項は理事長が定める。 

 

附  則  

この要綱は、平成７年１２月２１日から施行する。 

附 則  



 １６

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附  則（平成２４年９月２８日議案第１２号） 

この要綱は、平成２４年９月２８日から施行し、平成２４年

４月１日から適用する。 

   附  則（平成２６年３月２０日議案第２４号） 

この要綱は、平成２６年３月２０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事及び監事候補者選考委員会申し合わせ事項 

（平成１４年７月１６日委員会決定） 

 

「理事及び監事の選任に関する規程」の第２条第１項の第１

号から第４号及び同条第２項第１号の特別会員等に係る役員が

任期中に変更を生ずる場合で、正会員の変更を伴わない場合は、

本委員会の会議は、開催しない。 

 

 



 

 


